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１１１１    公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況

  平成２

が開示決定等を

（表１）

 

 表１表１表１表１    

開示請求

の

１,

    

（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況

    

（参考２）（参考２）（参考２）（参考２）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況

平成２７年度における公文書の開示請求の件数は

が開示決定等を

（表１）。 

    公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況

開示請求 

 

 件 数 

,５３２ 

（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況

（参考２）（参考２）（参考２）（参考２）平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度

1,695件

２３年度

平成平成平成平成２２２２

公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況

年度における公文書の開示請求の件数は

が開示決定等を行った件数は、

公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況

    

開示 

８３８ 

（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況

平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度

部分開示

34.5%

非開示

4.4%

件

２３年度

２２２２７７７７年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況

ⅠⅠⅠⅠ

公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況公文書の開示請求と決定の状況     

年度における公文書の開示請求の件数は

行った件数は、却下及び取下げ

公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況

    決 

部分開示

５２９

（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況（参考１）開示決定等の状況     

平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度

非開示

4.4%

却下

0.1%

1,938件

２４年度

1 

年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況

ⅠⅠⅠⅠ    公文書の開示公文書の開示公文書の開示公文書の開示

年度における公文書の開示請求の件数は

及び取下げ

公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況公文書の開示請求、開示決定等の状況     

 定 の 

部分開示 非開示

２９ ６７

平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度平成２３年度から平成２７年度までのまでのまでのまでの

取下げ

6.3%

1,847

２５年度

年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況

公文書の開示公文書の開示公文書の開示公文書の開示     

年度における公文書の開示請求の件数は１，５３２

及び取下げの件数９８

    

 状 況 

非開示 
不存在

７ ５

までのまでのまでのまでの開示請求件数の推移開示請求件数の推移開示請求件数の推移開示請求件数の推移

1,847件

２５年度

年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況年度福岡県情報公開条例の運用状況     

１，５３２件で、

９８件を除いた

 

不存在 

５７ 

開示請求件数の推移開示請求件数の推移開示請求件数の推移開示請求件数の推移

開示

54.7%

1,715件

２６年度

    

件で、そのうち

件を除いた１，４３４

 

却下 

２ 

開示請求件数の推移開示請求件数の推移開示請求件数の推移開示請求件数の推移     

54.7%

1,532

２７年度

そのうち実施機関

１，４３４件です

取下げ 

９６ 

1,532件

２７年度

    

    

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



 

2 

 

２２２２    実施機関別の開示請求件数と実施機関別の開示請求件数と実施機関別の開示請求件数と実施機関別の開示請求件数と開示開示開示開示決定決定決定決定等等等等の状況の状況の状況の状況     

 実施機関別の開示請求件数は、知事１，３６１件、警察本部長７１件、教育委員会３

８件、選挙管理委員会３８件等となっています（表２）。 

 

表２表２表２表２    実施機関別の開示請求件数と開示決定等の状況実施機関別の開示請求件数と開示決定等の状況実施機関別の開示請求件数と開示決定等の状況実施機関別の開示請求件数と開示決定等の状況     

実 施 機 関 請求件数 

決 定 の 状 況 

取下げ 

開示 部分開示 非開示 
 

却下 
不存在 

 

 

 

知

 

 

 

 

 

 

 

事

総務部・秘書室 １３１ ２７ ７０ ６ ６  ２８  

企画・地域振興部 ８ ５ ２    １  

新 社 会 推 進 部 １８ ５ １２    １  

保健医療介護部 ３２４ ２０６ ９７ ７ ６  １４  

福 祉 労 働 部 ６４ ２１ ３２ ６ ２  ５  

環 境 部 １２９ ４８ ７２ ３ ３  ６  

商 工 部 ４８ ２７ １７ ２ ２  ２  

農 林 水 産 部 １５７ １０２ ４２ ６ ６  ７  

県 土 整 備 部 ３１６ ２５８ ４２ ２ ２  １４  

建 築 都 市 部 １６６ ７６ ６６ １８ １８ １ ５  

会 計 管 理 局        

小 計 １，３６１ ７７５ ４５２ ５０ ４５ １ ８３  

議 会 ４  ２  １     １ 

公営企業の管理者        

教 育 委 員 会 ３８  １０  １５  ７  ６   ６  

選 挙 管 理 委 員 会 ３８  １５  ２２     １  

人 事 委 員 会 ５  １  ３     １  

監 査 委 員 １    １  １      

公 安 委 員 会 ３   １     ２  

警 察 本 部 長 ７１  ３１  ２９  ８  ４  １ ２  

労 働 委 員 会        

収 用 委 員 会 １   １      

海区漁業調整委員会        

内水面漁場管理委員会        

地方独立行政法人        

公 社 １０  ４  ５  １  １    

合 計 

(請求件数に対する比率)

１,５３２ 

(100.0%) 

８３８  

(54.7%) 

５２９  

(34.5%) 

６７  

(4.4%) 

５７  

(3.7%) 

２ 

(0.1%) 

９６ 

(6.3%) 



 

3 

 

３３３３    非非非非開示事由適用件数開示事由適用件数開示事由適用件数開示事由適用件数     

  開示請求に対しては、請求に係る公文書中に個人に関する情報や事業情報等、情報公

開条例上の非開示事由に該当する情報が記録されているものを除き、原則的に開示する

こととなります。平成２７年度における非開示事由の事由別適用件数は、表３のとおり

です。 

 
     表表表表３３３３    非開示事由の事由別適用件数非開示事由の事由別適用件数非開示事由の事由別適用件数非開示事由の事由別適用件数     

福岡県情報公開条例（平成１３年福岡県条例

第５号）第７条第１項各号 

件    数 

部分開示 非開示 計 

  第１号 個 人 情 報              ３２３ ８ ３３１ 

  第２号 事 業 情 報              ２９６ ２ ２９８ 

  第３号 審 議 ・ 検 討 等 情 報              １  １ 

  第４号 行 政 運 営 情 報              ４３  ４３ 

  第５号 任 意 提 供 情 報                 

  第６号 捜 査 等 情 報              ７  ７ 

  第７号 法 令 秘 情 報               １ １ 

  第８号 議 員 個 人 ・ 会 派 情 報                 

計 ６７０    １１  ６８１  

注１ 重複適用があるため、表１の件数と合致しません。 

注２ 不存在は除いています。 
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４４４４    主な開示請求の主な開示請求の主な開示請求の主な開示請求の内容内容内容内容     

  主な開示請求の内容は、表４のとおりです。 

 

 表４表４表４表４    主な開示請求主な開示請求主な開示請求主な開示請求の内容の内容の内容の内容     

請  求  内  容 件  数 実 施 機 関 

医療法人の決算書 ２３１ 知事（保健医療介護部） 

工事成績評定通知書 １９３ 知事（県土整備部等） 

工事等に関する金入り設計書 １９１ 知事（県土整備部等） 

産業廃棄物処理業者に関する文書 １１０ 知事（環境部） 

公益法人の決算書 ８７ 知事（商工部等） 

    

５５５５    公文書の開示請求者別内訳公文書の開示請求者別内訳公文書の開示請求者別内訳公文書の開示請求者別内訳     

  公文書の開示請求者別内訳は、表５のとおりです。 

 

 表表表表５５５５    公文書の開示請求者別内訳公文書の開示請求者別内訳公文書の開示請求者別内訳公文書の開示請求者別内訳     

開 示 請 求 者 の 区 分                     件  数 

県の区域内に住所を有する個人 ４８８ 

県の区域内に事務所を有する法人その他の団体 ８１３ 

県の区域外に住所を有する個人 ８０ 

県の区域外に事務所を有する法人その他の団体 １５１ 

            合      計 １，５３２ 
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６６６６    不服申立ての状況不服申立ての状況不服申立ての状況不服申立ての状況     

 公文書の開示請求に対する決定に不服がある請求者は、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）の規定に基づき、不服申立てを行うことができます。 

 平成２７年度は、不服申立てが１３件ありました（表６）。 

 

  表表表表６６６６    不服申立ての状況不服申立ての状況不服申立ての状況不服申立ての状況     

不服申立案件 実施機関 
不服申立 

年 月 日 

情報公開審査会 
実 施 機 関 の 

裁 決 又 は 決 定 

諮問年月日 答申年月日 年月日 内容 

特定県営住宅の管理
人名簿の部分開示決
定処分に対する異議
申立て 

知 事 27. 4. 1 27. 4.21 27. 8.24 27. 9.24 棄却 

特定県営住宅の管理
人手当支払一覧表の
部分開示決定処分に
対する異議申立て 

知 事 27. 4. 1 27. 4.21 27. 8.24 27. 9.24 棄却 

特定県営住宅の口座
登録用紙のひな型の
非開示決定処分に対
する異議申立て 

知 事 27. 4. 1 27. 4.21 27. 8.24 27. 9.24 棄却 

特定県営住宅の管理
人の任命に関する文
書等の部分開示決定
処分に対する異議申
立て 

知 事 27. 6.19 27. 8.26 27.11.24 28. 1.19 棄却 

特定県営住宅の全管
理人の任命に関する
文書等の部分開示決
定処分に対する異議
申立て 

知 事 27. 6.19 27. 8.26 27.11.24 28. 1.19 
一部 

認容 

特定児童に係る措置
停止処分に関する文
書等の非開示決定処
分に対する異議申立
て 

知 事 27. 9. 4 27.11.18 28. 1.25 28. 3.28 棄却 

林地開発に係る事前
協議に関する文書等
の部分開示決定処分
に対する異議申立て 

知 事 27. 9. 7 －  －  27.11.24 却下 

教職員の懲戒処分に
関する文書等の部分
開示決定処分に対す
る異議申立て 

教 育 

委員会 
27. 9.28 －  －  27.11. 9 却下 

岩石採取計画認可申
請に関する文書の非
開示決定処分に対す
る異議申立て 

知 事 27.10.26 27.11.26 28. 1.29 28. 2.18 棄却 

特定児童に係る援助
活動に関する文書等
の非開示決定処分に
対する異議申立て 

知 事 27.11. 6 27.12.22 28. 3.28 28. 6.10 棄却 
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不服申立案件 実施機関 
不服申立 

年 月 日 

情報公開審査会 
実 施 機 関 の 

裁 決 又 は 決 定 

諮問年月日 答申年月日 年月日 内容 

林地開発許可申請に
関する文書の非開示
決定処分に対する異
議申立て 

知 事 27.11.27 27.12.17 28. 2.23 28. 5. 6 棄却 

警察官昇任試験問題
の部分開示決定処分
に対する審査請求 

公 安 

委員会 
27.12.18 28. 2.12 28. 8.22 －  －  

警察官の不祥事に係
る広報文の部分開示
決定処分に対する審
査請求 

公 安 

委員会 
28. 2.26 28. 4. 7 28. 8.22 －  －  

 

((((参考参考参考参考 ))))平成２３年度から平成２７年度までの不服申立件数の推移平成２３年度から平成２７年度までの不服申立件数の推移平成２３年度から平成２７年度までの不服申立件数の推移平成２３年度から平成２７年度までの不服申立件数の推移     

 

    

７７７７    苦情申出の状況苦情申出の状況苦情申出の状況苦情申出の状況     

平成２７年度は、苦情申出はありませんでした。 

 

 

 

 

 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

不服申立件数 9 10 12 5 13

審査中

取下げ 1

却下 1 7 1 2

棄却 6 2 4 2 8

一部認容 2 4 1 2 3

認容 1 2

1件 2件

2件

4件

1件
2件 3件

6件

2件

4件

2件

8件

1件

7件

1件

2件

1件9件
10件

12件

5件

13件

-1

1

3

5

7

9

11

13
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８８８８    出資法人の情報公開の状況出資法人の情報公開の状況出資法人の情報公開の状況出資法人の情報公開の状況     

情報公開条例第３７条第１項の規定により実施機関が定める出資法人が行う情報公開

の状況は次のとおりとなっています（表７）。 

なお、平成２７年度は、出資法人が行った開示決定等に対する異議の申出はありませ

んでした。 

 

表７表７表７表７    出資法人が保有する文書の開示申出の状況出資法人が保有する文書の開示申出の状況出資法人が保有する文書の開示申出の状況出資法人が保有する文書の開示申出の状況     

開示申出  

の 件 数 

決 定 の 状 況 

取下げ 
開示 部分開示 非開示 

 
却下 

不存在 

１  １     

    

９９９９    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者の情報公開の状況の情報公開の状況の情報公開の状況の情報公開の状況     

情報公開条例第３７条の２第１項の規定により県が設置した公の施設の管理を行う指

定管理者（実施機関が定める出資法人である者を除く。）が行う情報公開の状況は次の

とおりとなっています（表８）。 

なお、平成２７年度は、指定管理者が行った開示決定等に対する異議の申出は１件あ

りました（表９）。 

 

表８表８表８表８    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者が保有する文書の開示申出の状況が保有する文書の開示申出の状況が保有する文書の開示申出の状況が保有する文書の開示申出の状況     

開示申出  

の 件 数 

決 定 の 状 況 

取下げ 
開示 部分開示 非開示 

 

却下 
不存在 

８ ２ ５ １    

 

表９表９表９表９    異議の申出の状況異議の申出の状況異議の申出の状況異議の申出の状況     

異議の申出案件 指定管理者 
異議の申出 

年 月 日 

指定管理者の決定 

年月日 内容 

特定個人の内部告発に関

する文書等の非開示決定

処分に対する異議の申出 

公 益 財 団 法 人 

あまぎ水の文化村 
27. 7.29 27. 9.17 棄却 

 


